
ア ：

申請者 → 学校長 福岡県教育委員会

イ ：

申請者 → 学校長 → 市町村教育委員会 → 教育事務所 → 福岡県教育委員会

ウ ：

申請者 → 学校長 → 市教育委員会 福岡県教育委員会

エ ：

申請者 福岡県教育委員会

※使送便可

※使送便可

※ア～ウに該当する方でも、受付を急ぐ場合は福岡県教育委員会へ直接提出してください。

※郵便もしくは窓口持参

教育職員免許状申請書類の提出方法について

→

→

→

福岡県立学校の教員

福岡県の市町村（学校組合を含み、福岡市及び北九州市を除く。）立学校の教員

福岡市及び北九州市立学校の教員

ア～ウ以外の者又はア～ウの者で別表第１、２、２の２による申請の場合

※使送便可


